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な
お
猟
期
は
来
年
二
月
十
五
日
ま
で
で
す
。

ょ
う
。

と
な
り
に
も
声
か
け
あ
っ
て
よ
い
防
火

ー
秋
の
火
災
予
防
運
動
十
一

月
二
十
六
日
か
ら
十
二
月
二
日
ま
で
1

守
り
、
他
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
注
意
し
ま
し

た
え
ま
す
。
楽
し
い
狩
猟
を
す
る
た
め
、
ぎ
ま
り
を

ハ
ン
タ
ー
の
不
注
意
が
他
人
に
大
ぎ
な
災
難
を
あ

※
銃
の
盗
難
防
止
に
も
注
意
が
必
要
で
す
。

い
る
人
も
あ
り
ま
す
／

※
各
所
に
ン
イ
タ
ケ
ホ
ダ
場
が
あ
り
、
作
業
を
し
て

も
あ
り
ま
す
／
．

※
銃
声
に
近
ず
く
こ
ど
も
も
あ
り
ま
す
／

※
木
の
上
で
ヒ
ノ
キ
や
ス
ギ
の
実
を
と
っ
て
い
る
人

っ
て
も
、
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10月5日～11月3日

※
思
わ
ぬ
所
を
歩
い
て
い
る
人
も
あ
り
ま
す
／

し
た
。

今
年
も
各
地
で

十
一
月
一
日
か
ら
、
狩
猟
が
解
禁
に
な
り
、

猟
銃
に
よ
る
事
故
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

今
年
町
内
で
は
、
百
三
十
人
の
方
が
、
狩
猟
免
許
を
受
け
ま

山
野
に
ひ
び
か
す
銃
声
は
、
ハ
ン
タ
ー
に
は
痛
快
で
あ

一
般
住
民
は
、
不
安
と
恐
怖
を
感
じ
ま
す
。
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発行

肱川町企画調整室

電話肱川局 120
印刷 工ヒ メコープ印刷部

昭和48年10月末現在

世帯数 1,123戸
人口男 2,125人

女 2,186人
計 4,311人

（前月比 1人減）
10月中届出
（転入） 9人
（転出） 16人

（出生）ヽ 7人
中 野河内由美子ちゃん
下鹿の川 東大作ちやん
道 の 尾 岡 田 利 一がやん
上鹿野川 谷岡隆之ちゃん
見の越冨永文彦ちやん
敷 水森本由加里ちゃん
上鹿の川 上田八重ちやん

りめ 1 のり心とすてあ約川モり客北 （死亡） 1人
しらにハがなぎ ゜ぃま六ダが鳥さ国今
てれいンかいはあ り百ム鹿のんの年

道の尾北川武頼さん

いたじ夕り通‘るまぎ羽に野力渡おも 1 三

どす まやめ安ま認 んは ど し 来二 がモ し さ さ ま
がととしはて心すめな ゜四たもいす百な多‘種てんんし
湖‘ぎいり飛しがらか 国くちとる羽かいコ 類遊 のをた
面特どこ保来て‘れに で さ ろ い 湖 も で よ ガ は 泳 協 は が
ま に ぎ と 護す遊木ては は ん ん わ は お も う モ ‘ し 力 じ ‘
でク‘でしる泳のい‘ 役の‘れ全り‘で‘マてでめカ
伐ヌ観すてので実る狩 か 力 鹿 ま 国 ‘ オ す オ ガ い ‘ ‘ モ
採ギ察゜やでぎが力猟 にモ野すでこ v O vモ ま 今 湖 保
さ‘に るする沢モ鳥 あが川 ゜もれド ド‘すで辺存
れナ行 のか湖山もと り来ダ め役リ リカ ゜はの会
てラぎ がらをあおし まるム ずどが な｝レ 安み の
いなま 好‘求りりて せのほ ら 飛 約 どガ 心な皆

や た 客 すくの面さてた やモめ石体位る
りめも力 ゜く運側んお゜おつのて柱四への
た に お モ な転の‘りダもて遊そが認満を
いもりだ る手座力まムしくびれう上
も‘まけ こさ席モす沿ろだ場かめの

水み
のか

の力すを とんにをがいいさとらてと け
でモ ゜見 が運す見‘に話いし下あこ と

ま
す を こに あ転わるババを゜てぐりろ巴す
°保の 来 るがりたスス聞 のらまに ゜

皆護人る そや‘めのがき こいす境か 最
さし達観 う り バ に お 走 ま しは °界 ら大
んての光 でにス湖客つし て力せの大水
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＝指定 金 融 機 関 ー ロ

町
か
ら
支
払
い
を
受
け
ら
れ

る
方
は
、
収
入
役
か
ら
小
切
手

を
受
け
取
り
、
町
の
指
定
金
融

機
関
で
あ
る
肱
川
農
協
の
窓
口

で
小
切
手
と
引
換
え
に
現
金
を

受
け
取
ら
れ
る
の
が
原
則
で
す

が
、
支
払
い
の
特
例
の
一
っ
と

し
て

II

口
座
振
替
払
い
II

が
あ

り
ま
す
。

こ
れ
は
、
町
へ
支
払
い
の
請

求
を
さ
れ
る
と
ぎ
、
ま
た
は
、

町
か
ら
支
払
い
の
通
知
が
あ
っ

た
と
ぎ
に
、
係
へ

II

口
座
振
替

払
い
11

の
申
し
出
を
さ
れ
る
と

現
金
が
自
動
的
に
あ
な
た
の
農

協
預
金
口
座
へ
振
込
ま
れ
る
制

度
で
す
。

支
払
日
で
な
い
日
で
あ
っ
た

た
め
、
支
払
い
を
受
け
る
こ
と

が
で
ぎ
な
か
っ
た
方
、
仕
事
が

（
事
業
所
の
あ
な
た
の
口
座

へ
の
振
込
み
に
も
利
用
で
ぎ
ま

す
。
）

の
農
協
預
金
口
座
へ
現
金
は
振

込
ま
れ
ま
す
。

メ
. 

七 ＝

肱
川

町

財

務

係

「
そ
れ
は
毎
月
ご
苦
労
で
し
た
。
十
一
月
か
ら
町
も
指
定
金
融
機
関
制
度
を
と
り
入
れ
、

農
協
を
指
定
し
て
い
ま
す
の
で
、
質
問
の
よ
う
な
場
合
は
「
口
座
振
替
払
い
」
が
便
利
で

す
。
別
記
の

II

指
定
金
融
機
関
一
ロ
メ
モ
II

を
見
て
も
ら
え
ば
わ
か
る
と
思
い
ま
す
が
、
役

場
（
給
食
セ
ン
タ
ー
）
へ

印
鑑
を
持
っ
て
お
い
で
下
さ
い
。
一
度
手
続
ぎ
を
し
て
い
た
だ
け

れ
ば
、
そ
れ
以
後
の
代
金
は
、
わ
ざ
わ
ざ
役
場
ま
で
出
ら
れ
な
く
て
も
、
予
子
林
事
業
所
の

あ
な
た
の
預
金
口
座
へ
払
い
込
ま
れ
ま
す
。

野
菜
代
金
に
限
ら
ず
、

町
か
ら
の
支
払
い
で
、
自
分
の
預
金
口
座
へ
の
振
替
え
を
希
望
さ

れ
る
方
は
役
場
（
係
）
へ
印
鑑
を
持
っ
て
来
て
下
さ
い
。
」

`
‘
‘
、
ー
ー
―
•
-
-
i
l
_
`
`
‘
-
｀
-
i
-
5

●i
-
-
｛̀

5
ヽ
‘
`
｀
全
き
｀
‘
ヽ
｀
―
-
i
-
h
h
-
i
`
‘
‘
、
き
・
;
,
;
~
ヽ
ヽ
｀
―
_
＿
全
ー
―
_
｀
‘
‘
‘
h
至
―
ー
―
.
―

5ヽ

‘
`
｀
主
―
一
き
｀
‘
ヽ
{
~
-
—
-
i
芸
―

-
5ヽ
｀
｀
｀
芸
き
ー
(
i

、i、
`
h
-
i
-
ー
―
ー
―
h
i
5
ヽ
4
`
i
i
i
き
i
i
i
`
i

忙
し
く
役
場
へ
出
ら
れ
な
い
方

す
ぐ
に
現
金
を
必
要
と
し
な
い

方
な
ど
利
用
さ
れ
る
と
便
利
で

す。
ど
な
た
で
も
、
一
度
届
け
を

さ
れ
る
と
、
後
は
も
う
手
続
ぎ

な
し
で
町
の
口
座
か
ら
あ
な
た

＂
口
座
振
替
払
い

11

を
利
用
く
だ
さ
い
ー

予
子
林

「
私
は
予
子
林
の
者
で
す
が
、
給
食
セ
ン
タ
ー
ヘ

毎
月
野
菜
を
納
め
、
そ
の

代
金
は
、
毎
月
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
通
知
で
指
定
さ
れ
た
日
に
、
役
場
へ
受
け
取

り
に
行
っ
て
い
ま
す
。
金
額
も
少
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ
バ
ス
で
出
て
行
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
送
金
は
し
て
も
ら
え
な
い
で
し
ょ
う
か
」

（
お
答
え
し
ま
す
）

農
協
支
所
で
受
け
取
れ
ま
す

Y
生
（
八
十
オ
）

野
菜
の
代
金
は
送
金
で
き
な
い
か

）
 

（
お
た
ず
ね
し
ま
す
）
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町道滝山，白石線

正山線の改良工事着工

と

町
道
滝
山
ー
白
石
線
は
、
国

道
一
九
七
号
線
の
滝
山
を
起
点

と
し
て
小
藪
部
落
内
を
通
り
白

石
に
至
る
路
線
で
す
。

町
に
お
い
て
は
こ
の
路
線
の

巾
員
が
狭
く
、
通
行
に
支
障
を

起
し
て
お
り
、
改
良
工
事
を
計

画
中
で
あ
り
ま
し
た
が
、
本
年

度
よ
り
改
良
工
事
を
実
施
す
る

こ
と
に
な
り
、
愛
媛
県
が
事
業

主
体
で
工
事
入
札
も
終
り
、
来

年
三
月
末
日
ま
で
に
完
了
の
予

定
で
す
。

本
年
度
分
は
延
長
四

0

0

督
、
巾
員
四
認
、
工
事
費
二
、

六

0
0万
円
余
り
で
す
。

農
免
農
道
正
山
線
は
、
県
道

肱
川
公
園
線
の
赤
岩
を
起
点
と

し
て
県
道
山
鳥
坂
ー
名
荷
谷
線

に
通
ず
る
路
線
で
、
昭
和
四
十

六
年
度
よ
り
愛
媛
県
が
事
業
主

体
と
な
っ
て
改
良
工
事
を
実
施

し
て
お
り
ま
す
。

本
年
度
分
は
、
延
長
一
、

一

0
0認、

巾
員
は
四
屈
、
工
事

費
は
二
、
八

0
0万
円
余
り
で

す。

'‘安心して老後をお くりたい、，これは誰もが持っている願いです。高齢化社会へ

の歩みが急速になっている我が国では，老後の保障の柱として特にその内容の充
実が望まれていた国民年金制度が，大幅に改正になりました。

年金給付の引上げ，物価スライド制の導入，老令特別給付金の新設など，よく
なりましたが，これに対応して保険料も引上げられます。盛りだくさんの改善内
容をお知らせいた しま す。

1．年金の給付

(1)拠出年金

（保険料を納めて年金の給付をうける）

（イ）老令年金

定額分 現在月 1万円が月 2万円

附加分現在月4,500円が月5,000円

（口）10年年金現在月5,000円が月12,500円
（ハ） 5年年金現在月2,500円が月8,000円
（二）障害年金 現在月8,800円が月20,000円
（ホ）母子，遺児年金 現在8,400円が月20,000円

（へ）死亡一時金 現在 5年から10年は10,000円， 10年から15年は14,000円が，

年から15年17,000円
これらの実施時期は， 49年 1月からですが，（ハ） 5年年金は50年 2月からです。
なお支給は， 5月， 6月， 9月， 12月（老令年金は11月）の 4回になります。
老令年金には定額分 と附加分があります。定額分 とは，国民年金に加入した ら

必ず納める定額保険料 と，より多い年金を受けるために上乗せして納める附加保
険料に関係する附加分の二種類があります。 附加分は本人の希望で加 入 で ぎ ま
す。

また老令年金の支給は65オからですが，本人の希望で60オから繰上げ支給の方
法もあります。この場合年金額は減額されます。

(2)福祉年金

（明治39年 4月 1日以前に生まれた方で，国民年金に加入でぎなかった人と
障害者などが対象になって，保険料を納めなくて年金を受ける）

（イ）老令福祉年金 現在月3,300円が月5,000円

（口）老令特別給付金 明治39年 4月 1日以前に生まれ，現在67オから69オの方に
対して，新たに月4,000円

（ハ）障害福祉年金 現在月5,000円が月7,500円

（二）母子，準母子年金 現在月4,300円が月6,500円

これらの実施時期は， 48年10月からですが，（口）老令特別給付金は， 49年 1月か
らになります。
なお支給は 1月， 5月，

2．保険料

拠出制の国民年金は，加入しただけでは年金は受け られません。保険料を納め
忘れたり，怠ったりするとせっかくの納付が受けられなくなってしまいます。

年金給付の大幅な改善によって保険料も改定になります。

定額保険料
現在月550円が9'00円になります。

附加保険料
現在月350円が月400円になります。

附加保険料とは，拠出年金の給付のところでも書いていますが，少しでも 多額の
年金をと の考えから，定額保険料に上積みするものです。現在当町でもかなりの人
が加入されております。任意加入ですから希望者は早く手続ぎをして下さい。

5．年金の物価スライド

国民年金は，これまで 5年に 1回は物価の変動に応じて改定することになって
いますが，今回の改正により，消費者物価指数が年 5％を超えた場合には，これ
に見合って年金額を引上げるいわゆる物価スライド制が採用になりました。

これによって将来安定 した年金の価値が維持されることになったわけです。

4. 5年年金の再加入

明治39年 4月2日から明治44年 4月 1日までに生まれ，現在加入されていない
方が，この 5年年金に加入でぎます。

保険料は昭和45年 6月分から月額 900円の割で 5年を納めると ，

から 5年年金が支給になります。
たとえば明治43年 4月 1日生ま れの人が，この 5年年金に加入した場合，保険

料は昭和45年 6月分から50年 5月分まで，すなわち月額 900円の 5年間分54,000
円を納めることになります。

年金の給付は，本人が65オの昭和50年 6月から月額8,000円で年額 96,000円を
受取れます。

保険料の総額は受取る年金の 1年分にも足らない。有利な特別扱いです。

5．他の年金に主人が加入している奥さん方へ

主人が工場，会社，農業団体，官庁などへ勤務している奥さ んも，この国民年
金に加入していると ，老後の保障はもちろんですが，不測の事故のとぎ，母•子年
金，障害年金などが受けられます。

6．未納保険料の特別納付

国民年金の保険料は，納めずに 2年間経過したものは時効になります。
今回の改正で特例として過去の未納保険料を月額 900円の割で納めると年金権

が確保でぎることになりました。

未納保険料のある方は，すぐに申込みをして保険料を納めてください。
以上のように国民年金は，加入者にとって大変有利な制度の改正がなされまし

た。
加入の手続きや相談は，生活福祉課国民年金係へお申出ください。

5
 

9月の 5回になります。

昭和50年 7月
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